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対象となる料金  
▶諸税証明書・住民票などの交付手数料など
▶彦根城・彦根城博物館の観覧料など
※詳しくは彦根市ホームページをご覧ください。
決済方法  QR コード決済
導入開始日 11 月 2 日㈪
＜注意事項＞ PayPay での支払い時に、領収書の発行
はできません。

導入窓口・施設  
▶市民課・税務課・納税課（彦根駅西口仮庁舎 3 階）
▶証明書発行コーナー（福祉センター 1 階）
▶稲枝支所、各出張所
▶彦根城博物館
▶彦根城　※ 7 月から導入済み
問 出納室☎ 30-6129　FAX 30-6146

スマートフォンで
バーコードを読み取る

会計金額を入力
（入力の様子は職員が確認します）

職員が画面を確認して
会計終了① ② ③STEP

STEP STEP

▶︎▶︎▶︎ ▶︎▶︎▶︎

窓口での証明書等交付手数料などが
「「  PP

ペ イ ペ イ

ayPayayPay 」 」で支払えます！

※【出典】「QR コード決済のやり方」（PayPay ㈱からの提供資料）

11月2日㈪
から

市役所窓口の支払いなどでキャッシュレス決済の導入を開始市役所窓口の支払いなどでキャッシュレス決済の導入を開始

県内の自治体 初初  

残ってほしい風景

地域おこし協力隊が

彦根で暮らして感じたこと

ひこね日和ひこね日和 ❺

◀︎銀座商店街にある
ビルの２階。ここ
はかつてジャズ喫
茶だったそうです。

　あっという間に涼しくなり、風が心地良い季節
になりました。お城周りもライトアップされ、初
めて彦根に訪れた時を思い出します。歴史ある町
並みが印象的な彦根ですが、私は昭和のレトロな
風景も好きです。私の地元には商店街がないので、
小さな看板が並ぶ風景は新鮮でした（写真下）。現
在の商店街は、新しいお店が出来て変わりつつあ
りますが、昔の名残を感じさせながら、新旧の良
い所が共存しているように感じます。
　その場所の背景を知っているからこそ感じるこ
ともあると思うので、これからも彦根のことを知
りながら、自分が良いなと思う場所を皆さんと一
緒に大事にしたいです。

【彦根市地域おこし協力隊　小林　【彦根市地域おこし協力隊　小林　由由
ゆゆ

季季
きき

】】

＜商店街の看板（中央商店街）＞

● 利用するには、PayPay のアプリを事前
にダウンロードする必要があります。
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